
日野町サポートスクール 「ステップ」 

（適応指導教室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

自分に合ったペースで学習を進めませんか。「ステップ」は、

学校とは違った雰囲気で、あなたの学校復帰と自立を支援

します。 



サポートスクール「ステップ」はこんなところ 
 

１．目的 

○学校に行きたくても行きにくいと感じている児童生徒の皆さんが、 

学校以外の場所で学習したり体験活動をしたりして、自立への力を 

少しずつ育てていく場所です。時間割や学習、活動内容、利用する日 

や回数も相談して決めます。 

２．対象者 

○日野町在住の小学校４年生～中学校３年生で、不登校の状況にある 

 児童生徒。 

３．開設場所 

○日野町勤労者福祉会館２階 ２０３号室 （拠点は少年センター） 

４．開設曜日と時間 

○毎週月曜日～金曜日  ９：００～１４：３０ 

＊児童生徒の状況に合わせて、午後の開設、個別対応も可能です 

５．指導者 

○元中学校教員および元小学校教員等 

   ＊教育委員会学校教育課職員が支援することがあります 

６．通所方法 

○保護者の送迎を原則としますが、自転車で通所してもかまいません。 

７．活動内容 

○該当学年の個別学習（教科書、ワークシートやドリル、パソコン） 

○ゲームや頭の体操、クイズ、切り絵や折り紙 

○図書館へ行き、読書活動 

○公園・体育館で軽スポーツ（バドミントン、卓球、グランドゴルフ等） 

○体験活動（料理教室、栽培活動、工作、科学実験、観察） 

○ソーシャルスキルトレーニング 

＊時間割は、生徒の状況や進み具合によって考えます 



「ステップ」利用までの流れ 
①保護者と学校が相談する。 

②学校のケース会議、教育委員会等で検討する。 

③本人の通所の意思を確認する。 

④教育長宛に「申請書」を提出する。 

⑤申請を受け、関係者によるサポートスクール利用確認相談会。 

⑥利用が確定すると、利用通知書が発行。 

⑦ステップ指導者等と保護者・本人との面談を行い、活動内容や通所方法 

等を決める。 

⑧ステップ、教育委員会、学校、保護者が常に連携を密にしながら指導を 

進める。（場合によっては、懇談会を行うことがある。） 

 

その他 
○「ステップ」に通所した日は、学校長の判断により、出席扱いとなりま 

 す。 

○長期休業期間中は、原則として開設しません。 

○服装や持ち物は、学校に通うときと同じであることを原則としますが、 

通所する児童生徒の皆さんの個々に応じた対応をします。 

   ○学校で使用しているもの以外の教材や活動にかかる費用が発生した場 

合は、個人負担として徴収させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

連絡先 

 

◎「ステップ」（日野町少年センター） 
住所 日野町河原１－１ 

勤労福祉者会館２Ｆ 
電話 ０７４８（５３）１３２５ 

 
◎日野町教育委員会学校教育課      

     住所 日野町河原１－１ 
日野町役場２Ｆ 

     電話 ０７４８（５２）６５６４ 

     


